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許可・経営事項審査に関して注意をお願いしたいこと

建設業許可担当 026-235-7293
経営事項審査担当 026-235-7314

電子メール ：kensetsugyo@pref.nagano.lg.jp
ホームページ：https://www.pref.nagano.lg.jp/infra/kensetsu/kyoka/index.html

建設政策課 建設業担当
電話番号 ：

申請について
〇 申請書類の様式は、最新のものを使用してください。

＜近年様式の変更等があった書類＞
（建設業許可） ：建設業許可申請書

誓約書
健康保険等の加入状況（区分が変更）
常勤役員等（経営業務管理責任者等）証明書
注記表

（経営事項審査）：その他の審査項目（社会性等）

〇 経営事項審査は、11〜12月に申請が集中する傾向がある（６月決算の事業者が多く申請）ので、
書類がそろっている場合には、前倒しの申請をお願いします。

〇 建設業許可の業種追加等と更新を同一の申請で行う場合には、更新に係る業種の有効期間が原則3か
月以上必要です。（期間がない場合、業種追加と更新は別の申請で行う必要があります。）

〇 建設業許可の更新は、有効期限満了日の30日前までに申請することとされていますが、期限を超え
た場合も申請は可能です。

ただし、有効期限満了日を超えた場合には直ちに失効し、更新はできません。
（なお、有効期限満了日時点で審査中の場合は、結果が確定するまでは従前の許可が継続します。）

1

2



建設政策課

2

申請書類について
〇 申請書類については、申請内容等とも照らし合わせ過不足がないようにしてください。

（建設業許可の手引きpart２：10〜19Ｐ、経営事項審査の手引き：11〜16Ｐ参照）
・不要な書類の例

建設業許可全般：副 本 閲覧対象外書類：常勤役員・技術者証明書、調書、身分証明書等
確認書類 ：健康保険証、健康保険等の支払い等に係る書類、納税証明書等

経営管理者・専任技術者以外の方の健康保険証
株主等に係る登記事項証明書・身分証明書

建設業許可更新：定款、登記簿、株主調書等（変更があった場合を除く）
変更届（決算）：副本は納税証明書・委任状の写しの添付不要
経営事項審査 ：副本（経営事項審査については、すべての書類について１部のみ提出）

〇 経営事項審査の確認書類については、以下の点に注意してください。
・「法人税法による確定申告書の写し」は、別表１〜16の全てを提出してください。

「総勘定元帳の写し」は、売上合計及び消費税の最終清算がわかる部分を提出してください。
（仮受消費税等及び仮払消費税の各最終ページ）

・「工事経歴書記載工事に係る確認書類」は
元請（公共）・元請（⺠間）・下請の区分ごとに、金額上位３件分を提出してください。
少額の工事であっても、請求書等（できれば請負契約書）を提出してください。
※「元帳の写し」等が提出されている場合があります。

申請書類の提出方法について
（許可の手引きpart2：10Ｐ、経営事項審査の手引き：16P参照）

〇 受付時に確認がしやすいよう、一連の書類毎にクリップ等でまとめ、下記の順番に入れて送付してく
ださい。

建設業許可の場合 ：① チェックシート
② 正本
③ 副本（閲覧対象外書類は不要）
④ 確認書類
⑤ 申請者控（封筒を添付）

経営事項審査の場合：① チェックシート
② 申請書類（ホチキス留め）
③ 確認書類
④ 申請者控（封筒を添付）

〇 申請者控は、（受付印の押印を行う）申請書の１面のみ添付してください。また、特に支障がない限
りそれぞれ1通のみとしてください。

建設業許可 ：建設業許可申請書（様式第1号）
変更届等：変更届書（様式22号の２）
廃業届 ：廃業届 （様式22号の４）

経営事項審査 ：経営規模等評価申請書（様式第25号の14))

〇 返送用封筒には、「申請者控在中」等送付を希望する書類を朱書で記載してください。
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申請書類の提出方法について
（許可の手引きpart2：10Ｐ、経営事項審査の手引き：16P参照）

〇 （同一事業者について）複数の事項について書類を提出する場合は、個々の事項についてクリップ・
クリアファイルなどでまとめ、下記の順番で入れてください。

① 建設業許可申請書 （新規・業種追加、更新）
経営事項審査申請書

② 変更届
③ 決算変更届
④ 申請者控（①〜③分をまとめてクリップ留、封筒を添付）

〇 複数事業者について書類を提出する場合には、クリアファイルに入れるなど各事業者の書類の纏まり
がわかるようにして送付してください。

〇 変更届には、チェックシートは不要です。また、通常の封筒により送付していただいても問題はありませ
ん。（金券である収入証紙が同封されないため）

〇 申請書類への押印は不要です。（委任状のみ押印が必要）

〇 建設業許可・経営事項審査の現況については、下記のＨＰより一定の情報を得ることが可能です。
建設業許可 ：https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuKensaku.do(国土交通省 建設業者等企業情報検索システム)
経営事項審査：http://www7.ciic.or.jp/（建設業情報管理センター）

適正な変更届の提出について
〇 建設事業者は、以下の事象が発生した場合は、一定の期間内に変更届を提出する必要があります。

（建設業法第11条）

・常勤役員等の変更（欠いたときを含む）
・専任技術者の変更（欠いたときを含む） …事象発生から２週間以内
・欠格要件に該当

・商号等の変更、営業所の新設等 …事象発生から30日以内

・事業年度の終了、定款変更、健康保険の変更等 …事業年度終了４月以内

・専任技術者を欠いたまま、技術の担保のない状態で工事を施工
→許可の取り消し（廃業）、営業停止15日以上

・欠格要件に該当した状態で、建設業許可（更新等）を申請・許可
→許可の取消し、5年間の新規許可取得の禁止（法人、全役員）

・専任技術者がいないことに気づかず、経営事項審査を受審
→営業停止30日以上、入札参加資格の停止

提出遅延・放置が重大な結果をもたらす可能性

事象が発生した場合は、
早急な変更届の提出を！
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誤りが多い個所について（建設業許可（更新））

誤りが多い個所について（建設業許可（更新））

〇 申請者欄に
・住所
・商号、屋号
・代表者名
の全てが記載されていない。

〇 日付の記載がない

〇連絡先が記載されていない。
あるいは行政書士の連絡先
のみ記載されている。

〇 複数の許可があり、一本
化するはずなのに、「2」
が記載されている。

〇 市町村名が記載されてい
る。ハイフンではなく、「
番地」「丁目」で記載

〇 法人の種別（「カブシキ
ガイシャ」など）が記載さ
れている。

〇 氏名にフリガナがない、誤っ
ている。株主等の記載がない。

〇 株主等に「常勤」「非常勤」
の種別が記載されている
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誤りが多い個所について（建設業許可（更新））

〇 「主たる営業所」欄に
「該当なし」と記載されて
いる。

〇 技術者氏名にフリガナが
ない。

〇 建設工事の種類が
「業種ー数字」の記載に
なっていない。

〇 技術者や業種、資格が過
去の申請と異なる。

〇 営業所の名称の記載が、
「営業所一覧」「健康保険等
の加入状況」と異なる

誤りが多い個所について（建設業許可（更新））

〇 申請者欄に
・住所
・商号、屋号
・代表者名
の全てが記載されていない。

〇 申請者欄に押印がされて
いる。

〇 不要部（通常「申請者」
「知事」以外）の見え消しが

行われていない。

〇 旧様式を用いている。

〇 「建設業の開始」に
関する記述がない。

〇 許可番号、業種に関す
る記載がない。

〇 賞罰欄に記載がない。
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誤りが多い個所について（建設業許可（更新））

〇 (1)に〇がない。

〇 カッコ内の人数（役
員数）が、非常勤役員
等を含む数になってい
ない。

〇「役員の加入状況」に
・1〜3の数字以外が記
載されている

・実際と異なる数字が
記載されている。

（旧様式の取扱など）
１：加入
２：適用除外
３：本店一括

〇 営業所の名称の記載が、
「営業所一覧」「専任技術
者一覧表」と異なる。

〇 法人が建設国保に加入し
ている場合、年金事務所に
よる適用除外承認証の写し
などがない。

〇 雇用保険ではない労働保
険番号が記載されている。

（建設業の場合、通常二元適
用のため、「203〜」の番
号となることが多い）

〇 社会保険について支払い
の事実が確認できる書類
（領収証書、領収済通知書
等（申請時直前のもの））
が添付されていない。

〇 経営管理者・専任技術者
に係る保険者証が添付されて
いない。
〇 建設国保など、事業者名
が記載されていない保険証の
場合に、常勤の事実がわかる
書類が添付されていない。

誤りが多い個所について（建設業許可（更新））
〇 旧様式を用いている。
〇 証明が新しい経験か
ら作られていない。

〇 経営管理者が過去の
申請と異なっている。

〇 賞罰欄に記載がない。

〇 不要部の見え消しが
行われていない。見え
消しが不適正

〇 （複数役職の場合）
それぞれの役職期間が
記載されていない。

〇 （自己証明の場合）
その旨の記載がない。

〇 未記入

〇 （更新の場合）「3」
以外を記入している

〇 「経営業務を管理」
の旨の記載がない。

〇 （法人の場合）常
勤の旨の記載がない
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誤りが多い個所について（建設業許可（更新））

〇 賞罰欄に記載がない。
（役員の調書）

〇 経営管理者に係る調書
がある。

〇 株主等に係る調書がな
い。

〇 役員・株主等以外（監
査役など）の調書がある。

〇 法人の場合、役員の調
書に常勤・非常勤の記載
がない。役名が異なる。

株主等の調書に常勤・
非常勤の記載がある。

〇 株主等の調書に賞罰、
氏名の記載がある。

〇 役員等の調書、登記され
ていないことの証明書・身分
証明書の記載に異なる点があ
る。（氏名・生年月日・住
所・本籍）…枝番の有無など

〇 「使用人一覧」の役名
と異なる役職が記載されて
いる

〇 役員が使用人を兼務して
いる場合に、本調書がある。
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誤りが多い個所について（経営事項審査）

誤りが多い個所について（経営事項審査）
様式第二十五号の十四（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。

 建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。

建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

　　殿 申請者 　　代表取締役　　　長　　野　　　太　　郎　　　　

行政庁側記入欄 土木事務所コード整理番号

許可年月日

許可年月日

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人

2.個人

1.一般

2.特定

９ ９
経営規模等評価等
対 象 建 設 業

１ ６ ９

3 5 10 15 20 25 30

１ １ ２ １ １ １２ １ ２ １ ２ １ ２ ２
許可を受けている
建 設 業

１ ５ ２ ２ １ １ ２

3 5 10 15 20 25 30

絶 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内土 建 大 左 と 石 屋 電 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

５ ７ ０ 電 話 番 号 ０ ２ ６ －郵 便 番 号 １ ４ ３ ８ ０－８

3 5 10 15 20

２

23 25 30 35 40

－ ２

太

3 5 10 15 20

主たる営業所の所在地 １ ３ 大 字 南 長 野 字 幅 下 ６ ９

０ １

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

１ １ 長 野

3 5

主たる営業所の所在地
市 区 町 村 コ ー ド

１ ２ ２ ０ ２

郎

3 5 10

ロ ウ
代表者又は個人の氏名
の フ リ ガ ナ

１ ０ ナ ガ ノ タ

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

ト ラ ク シ ョ ン

ン

商 号 又 は 名 称 ０ ９ （ 株 ） ナ ガ ノ ケ ン ・ コ ン ス

23 25 30

コ ン ス ト ラ ク シ ョ
商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ８ ナ ガ ノ ケ ン

3

（ ）

3 5 10 15 20

20 25

, ,
1

4 5 10 14

5

処 理 の 区 分 ０ ６ ０ ０

資 本 金 額
又 は 出 資 総 額

０ ７ １

3

１ 日

3

申 請 等 の 区 分 ０ ５ １

4 年 ０ ３ 月 ３審 査 基 準 日 ０ ４ 令和 ０

日
知事 知事 特

3 5

年 月号 令和許可（
般

－ ）第
前 回 の 申 請 時 の
許 可 番 号

０ ３
大臣

コード
国土交通大臣

月 ０ ７ 日
知事 長野県　知事 特

3 5 10 11 15

４ ５号 令和 ０ 3 年 ０ ５

15

－

申 請 時 の
許 可 番 号

０ ２
 大臣

コード２ ０
 国土交通大臣

許可（
般

－ ）第０ １ ２ ３

3 5 10 11

日 令和 年

解

（

1

 北海道開発局長 　株式会社　ナガノケン・コンストラクション

長野県　知事

項番 請求年月日
3 5 9 10 15 20

申 請 年 月 日 ０ １ 令和

令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　

 地方整備局長 長野市大字南長野字幅下６９２－２

年 月 月 日

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ １

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書

総 合 評 定 値 請 求 書

 経営規模等評価再審査申立書

8 94 5

）

消 清

× × ×6

40

０ １ １ １

15

2 3

１ ２

0

35

３ ２ －

通

２

0
,
0 0 0 （千円） 7

0 3

1 〇 許可番号が変わってい
ないのに、「前回申請時の
許可番号」に記載がある。
（記載されるのは、失効→
新規許可の場合など）

審査対象

1.基準決算

2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。

技術職員名簿については別紙二による。

その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記載すること。

連絡先

所属等

ファックス番号 ０２６－２３２－０１１２

（財）○○○○○○○○○

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号 審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号

２ ０ ０ ０ ０

第　　　　　　　　号 平成　　　年　　　月　　　日

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項 再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

営業第一課 氏名 飯山　二郎 電話番号 ０２６－２３２－０１１１

７（人）

3 5

０ ９ ９

技 術 職 員 数 １ ９
,

１

3 5

２８７６４(千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

５９(千円)
減 価 償 却
実 施 額

減 価 償却
実 施 額

２３７

３４１(千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

利益額（利払前税引前償却前利益）

= 営業利益+減価償却実施額

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

営 業 利益 １１８７７(千円) 営 業 利 益 １９

,
４ １

,
８ ７ ０（千円）

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

１ ８
,

００８(千円)

’ ’ ’

3 5 10

直 前 の
１０審 査 基 準

日

５５

５２７(千円)

’ ’ ’

８７０（千円） ２ ( ) 基 準 決 算

項 番
3 5 10 13

,
９ ６ ２

,
７ ６ ７自 己 資 本 額 １ ７

,

〇 利益額等の記載
が千円未満切り捨て
となっていない。

15

16



建設政策課

9

誤りが多い個所について（経営事項審査）

〇 事業費の包含を行って
いるのに、余白または付表
に包含内容の記載がない。

別紙一

1.2年平均

2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

３

30

５ ３

９６

3 105

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

工事の種類

,
１ ６

,

156

10 11

８

25

,

（千円）

,

管　　工事

３ ２ ０ ９ ０
,

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

3

4536

８
,

16

,
６４ ８５

25

０

１
,

３ ７

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

30 35

６

250,593

86,320

25

完 成 工 事 高 計 算 表

20

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

172,640

35

５
,

５ ８ ０

,

３４ ７ ８
,

36

６

０
, ,

45

40 45

,

45

6 10 15

26 3020

16

,

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

０
,

０

35

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

３ ９ １

3616

５０

5

５

6

1

完 成 工 事 高

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

605,186

3

審査対象事業年度の
前々審査対象事業年度

（千円）

10 15

１ ２ ０
,

２

審査対象事業年度の
前審査対象事業年度

 ３１年 ４月～　２年 ３月

（用紙Ａ４）

至０ 自 至０ ４3年０ ４月 ０年 ３

3 5 7 9

０

13 15

月

17

年

２０２ ０ ０

（ ）月

19

4 ２年 ３０月

工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高

元請完成工事高

２ ０

4036

40

,

４

35

０

（千円）

26

５１

（千円） 完 成 工 事 高

４ １
, , , , ,

９

, , , ,

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

工事の種類

土木一式工事

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

25 26 30

完 成 工 事 高 計 算 表

435,378

３ ２ ０ １ １ ０

217,689

302,593

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

項 番

３ １ ３自

,

０

 　２年 ４月～　３年 ３月

元請完成工事高

３ ２
,

６０

業 種
コ ー

ド

８ ２ ２
,

６２

203 5 6 10 15 16

０

3 5 20

コンクリート構造物工事

プレストレスト

,,

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

44,483

５ ９
, , , , , ,,

７ １２ １ ９

26

125,296

,
０

０
,

,
１２ １

, ,
６

,
１

40

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

88,967

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

27,014

舗装　　工事

２４ ９ ７
, , ,

１ ３ ０

５
,

６ ７
,

２４ ３ ３ ５
,

５１ ２
,,

１ ２ ０
,
０４

,,

２

,

１ ６３６ ４ ２

,

６ ３ １０

,

工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

,

,

54,028

７

,, , , ,

４０ ７ ７ ８０ ３０

審査対象事業年度

40

,

２ ０

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

5,581

３ ４

,

８

,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表

3

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

20 2523

2,790

合　計

5

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

3,089
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

３

その他   工事

3

３ ３ その他
, ,

1310

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度又は前々審査対象事業年度

35 405 10 15 20

3533

3025

1,544

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

13

,

23 33

3015

計算基準の区分

〇 ２年平均を用いている
のに、計算表の記載がある。
（計算表を用いるのは３年
平均のみ）

〇 工事高がない申請業種
に関する記載がない。
（「０」で必ず記載する）

〇 「その他」に関する記
載がない。
（対象工事高がない場合も、
「０」で必ず記載する）

〇 技術職員数に関する記
載がない。（非該当の場合
でも、必ず人数を記載）
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建設政策課

10

誤りが多い個所について（変更届（決算））

誤りが多い個所について（変更届（決算））

土木一式工事 建築一式工事 大工工事
とび・土工・

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

公　共 598,400

民　間 14,800

227,900

841,100

公　共 560,250

民　間 19,100

318,500

897,850

公　共 166,162 24,000 2,835 214,500 0 407,497

民　間 49,350 3,250 17,116 0 0 75,446

78,304 9,350 26,179 118,204 0 234,987

293,816 36,600 46,130 332,704 0 717,930

公　共

民　間

公　共

民　間

公　共

民　間

記載要領

６　「許可に係る建設工事の施工金額」に記載する建設工事の種類が５業種以上にわたるため、用紙が２枚以上になる場

下　　請

   合は、「その他の建設工事の施工金額」及び「合計」の欄は、最終ページにのみ記載すること。

７　当該工事に係る実績が無い場合においては、欄に「０」と記載すること。

    とができる。この場合、「（単位：千円）」とあるのは「（単位：百万円）」として記載すること。

    　ただし、会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社にあつては、百万円単位をもつて表示するこ

計

５　「公共」の欄は、国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を

    除く。）及び第18条に規定する法人が注文者である施設又は工作物に関する建設工事の合計額を記載すること。

  ２　「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。

  ３　「許可に係る建設工事の施工金額」の欄は、許可に係る建設工事の種類ごとに区分して記載し、「その他の建設工事

    の施工金額」の欄は、許可を受けていない建設工事について記載すること。

  ４　記載すべき金額は、千円単位をもつて表示すること。

事　業　年　度
注 文 者
の 区 分

許可に係る建設工事の施工金額

  １　この表には、申請又は届出をする日の直前３年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金の額を記載すること。

計

下　　請

その他の
建設工事の
施工金額

合　計

様式第三号（第二条、第十三の二、第十三の三関係）

（用紙Ａ４）

直前３年の各事業年度における工事施工金額

（税込・税抜／単位：千円）

第２９期

平成３１年１月１日から

令和１年12月31日まで

元

請

計

第３０期

令和２年４月１日から

令和２年12月31日まで

元

請

下　　請

第３１期

令和３年４月１日から

令和 ３年12月31日まで

元

請

下　　請

計

第　　期
令和　年　月　日から
令和　年　月　日まで

元

請

下　　請

計

第　　期
令和　年　月　日から
令和　年　月　日まで

元

請

計

第　　期
令和　年　月　日から
令和　年　月　日まで

元

請

下　　請

〇 （実績の有無にかかわ
らず）その他の数字の記載
がない。

〇 （実績の有無にかかわ
らず）全ての許可業種の施
工金額が記載されていない

〇 工事名が当該業種に合
致するかわからないものと
なっている

〇 （実績の有無にかかわら
ず）全ての許可業種の工事経
歴書が作成されていない

〇 工事個所に県・市町村
の記載がない。郡が記載さ
れている。

〇 個人の場合
イニシャル処理
がされていない。

〇 元請（公共・⺠
間）、下請に分類
されていない。

〇 請負代金が
大きい順に並んで
いない。

※ 一般的に、金額が少額
な工事・下請工事が、「建
設一式」「土木一式」工事
に該当することは少ない。
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建設政策課

11

誤りが多い個所について（変更届（決算））

様式第十八号（第四条、第十条、第十九条の四関係）

貸　　　借　　　対　　　照　　　表

現在

商号又は名称

資　産　の　部

Ⅰ　 流　動　資　産 千円

現金預金 11,477
受取手形 2,916
完成工事未収入金 2,927
有価証券 400
未成工事支出金 3,494
材料貯蔵品 2,700
その他

　貸倒引当金　　 △

　　流動資産合計 23,915 ･･･➀

Ⅱ　　固　定　資　産

建物・構築物 415
機械・運搬具 5,115
工具器具・備品 1,559
土　地 3,085
建設仮勘定

破産更生債権等

その他

  固定資産合計 10,175 ･･･②
　　資産合計 34,090 ･･･➀＋②＝③

　　　負　債　の　部

Ⅰ　流　動　負　債

支払手形 2,012
工事未払金 2,724
短期借入金 2,735
未払金 1,755
未成工事受入金 1,911
預り金 48
　　　　引当金

その他 165
　　流動負債合計 11,353 ･･･③

Ⅱ　固　定　負　債

長期借入金 5,625
その他

　固定負債合計 5,625 ･･･➃
　　負債合計 16,979 ･･･③＋➃＝⑤

長野工業

令和３年１２月３１日

（個人用）
純　　資　　産　　の　　部

期首資本金 14,171 ･･･⑥
事業主借勘定 471
事業主貸勘定 △ 2,434 　　　･･･⑦
事業主利益 4,903
　純資産合計 17,111 ･･･⑥＋⑦＝⑧
　負債純資産合計 34,090 ･･･⑤＋⑧＝⑨

注　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法

　　税抜方式

１　貸借対照表は、財産の状態を正確に判断することができるよう明りょうに記載すること。

２　下記以外の勘定科目の分類は、法人の勘定科目の分類によること。

　　　期首資本金　―　　前期末の資本合計

　　　事業主借勘定　―　事業主が事業外資金から事業のために借りたもの

　　　事業主貸勘定　―　事業主が営業の資金から家事費等に充当したもの

　　　事業主利益（事業主損失）―　損益計算書の事業主利益（事業主損失）

３　記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。

４　金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載を要しない。

５　「流動資産」、「有形固定資産」、「無形固定資産」、「投資その他の資産」、「流動負債」、

　「固定負債」に属する科目の掲記が「その他」のみである場合においては、科目の記載を要しな

　い。

６　流動資産の「その他」又は固定資産の「その他」に属する資産で、その金額が資産の総額の100

　分の5を超えるものについては、当該資産を明示する科目をもって記載すること。

７　記載要領６は、負債の部の記載に準用ずる。

８　「・・・引当金」には、完成工事補償引当金その他の当該引当金の設定科目を示す名称を付し

　た科目をもって掲記すること。

９　注は、税抜方式及び税込方式のうち貸借対照表及び損益計算書の作成に当たって採用したもの

　をいう。

　　ただし、経営状況分析申請書又は経営規模等評価申請書に添付する場合には、税抜方式を採用

　すること。

記載要領

様式第十九号　（第四条、第十条、第十九条の四関係）

　　　損　　益　　計　　算　　書

　　自

　　至

商号又は名称

千円

Ⅰ　完成工事高 63,450
　　兼業事業売上高 7,382 70,832 ･･･①
　

Ⅱ　完成工事原価

材料費 17,636
労務費 13,722
 （うち労務外注費        0 　　)

外注費 11,910
経費 13,404 60,785 ･･･②
　　完成工事総利益（完成工事総損失） 10,046

　　　　･･･①＋②＝③

Ⅲ　販売費及び一般管理費

従業員給料手当 1,110
退職金 887
法定福利費 240
福利厚生費 279
維持修繕費 470
事務用品費 214
通信交通費 52
動力用水光熱費 147
広告宣伝費 91
交際費 561
寄付金

地代家賃 149
減価償却費 210
租税公課 424
保険料 137
雑　費 206 5,182 ･･･④
      営業利益（営業損失） 4,864

　　　　･･･③＋④＝⑤

Ⅳ　営業外収益

受取利息及び配当金 209
その他 70 279 ･･･⑥

Ⅴ　営業外費用

支払利息 240
その他 240
　　　事業主利益（事業主損失） 4,903

　　･･･⑤＋⑥－⑦＝⑧

令和　３年　１月　１日

令和  ３年 １２月３１日

長野工業

兼業事業売上原価

4,111

※兼業事業売上

原価がある場合は、
記入してください。

（個人用）

〇 「直前3年の工事施工
金額」の最新年度の合計額
と一致しない。

〇 計算式に
一致しない

〇 前年の純資産
合計と一致しない

〇 損益計算書の事業主
利益と一致しない

〇 消費税の
取扱の記載が
ない

※ 各項目は千円未満切り
捨てとしているため、原
則として合計額は各項目
の合計と等しいか大きく
なる。

〇 法定福利費
の記載がない

※ やむを得ず複数年度の
決算変更届を提出する場合
は、年度間の数値の整合が
あるか注意する。
（特に貸借対照表）

誤りが多い個所について（変更届（決算））

様式第十七号の二 （第四条、第十条、第十九条の四関係）　　　　　　　　　　

自

至

（会社名）

注

　１　 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　２　 重要な会計方針

　　(1)  資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産：最終仕入原価法　　有価証券：移動平均法による原価法

　　(2)　固定資産の減価償却の方法

建物：定額法　　その他有形固定資産：定率法　　無形固定資産：定額法

　　(3)　引当金の計上基準

貸倒引当金の計上基準：法人税法の規定による法定繰入率

　　(4)　収益及び費用の計上基準

工事完成基準

　　(5)　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法

税抜処理

　　(6)　その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書､注記表作成のための基本となる

       重要な事項

該当なし

　３　会計方針の変更

該当なし

　４　表示方式の変更

該当なし

　５　会計上の見積りの変更

　６　誤謬
びゅう

の訂正

該当なし

　７　 貸借対照表関係

　　(1)　担保に供している資産及び担保付債務

　　　 ①担保に供している資産の内容及びその金額

　　 　②担保に係る債務の金額

注　　　　記　　　　表

　令和 ２年　４月　１日

　令和 ３年   ３月３１日

（株）ナガノ

記 載 例
会計監査人なし、株式
譲渡制限会社の場合

　　(2)　保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額

千円

千円

　　(3)　関係会社に対する短期金銭債権及び長期金銭債権並びに短期金銭債務及び長期金銭債務

　　(4)　取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭

　　　　債権及び金銭債務

　　(5)　親会社株式の各表示区分別の金額

　　(6)　工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額

　８　 損益計算書関係

　　(1)　工事進行基準による完成工事高

　　(2)　「売上高」のうち関係会社に対する部分

　　(3)　「売上原価」のうち関係会社からの仕入高

　　(4)　関係会社との営業取引以外の取引高

　　(5) 研究開発費の総額（会計監査人を設置している会社に限る。）

　９　 株主資本等変動計算書関係

　　(1)　事業年度末日における発行済株式の種類及び数

普通株式　（○○○株）

　　(2)　事業年度末日における自己株式の種類及び数

該当なし

　　(3)　剰余金の配当

該当なし

　　(4)　事業年度末において発行している新株予約権の目的となる株式の種類及び数

該当なし

　10　 税効果会計

　11　 リースにより使用する固定資産

受取手形割引高

裏書手形譲渡高

　12　 金融商品関係

　　(1)　金融商品の状況

　　(2)　金融商品の時価等

　13　 賃貸等不動産関係

　　(1)　賃貸等不動産の状況

　　(2)　賃貸等不動産の時価

　14　関連当事者との取引

　 取引の内容

　　　　　ただし、会計監査人を設置している会社は以下の様式により記載する。

　　 （1）取引の内容

　  　(2)　取引条件及び取引条件の決定方針

　  　(3)　取引条件の変更の内容及び変更が貸借対照表、損益計算書に与える影響の内容

  　15 　一株当たり情報

　  　(1)　一株当たりの純資産額

　  　(2)　一株当たりの当期純利益又は当期純損失

    16 　重要な後発事象

  　17 　連結配当規制適用の有無

　　18　 その他

該当なし

称又は氏名 (被所有)割合
種類

会社等の名 議決権の所有
関係内容

（千円）

科目
期末残高

（千円）
取引の内容 取引金額

科目
期末残高

種類
会社等の名 議決権の所有

関係内容 
称又は氏名 (被所有)割合

〇該当項目に関して計上
があるのに「該当なし」
としている

〇工事経歴書等の記
載と一致しない。

〇 記載の必要のない項目
（許可の手引きpart2 57Ｐ
参照）に記載がある。
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12

誤りが多い個所について（変更届（決算））
様式第十七号（第四条、第十条、第十九条の四関係）

株　　主　　資　　本　　等　　変　　動　　計　　算　　書

自

至

千円

積立
金

繰越
利益

剰余金

当期首残高 30,000 3,410 12,000 3,436 18,846 △ 48,846 48,846

当期変動額

新株の発行

剰余金の配当 △ △ △ △

当期純利益 2,473 2,473 2,473 2,473

自己株式の処分

株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)

当期変動額合計 2,473 2,473 2,473 2,473

当期末残高 30,000 3,410 12,000 5,909 21,319 △ 51,319 51,319

資本
準備金

その他
資本

剰余金

利益準
備金

繰延
ヘッジ
損益

土地
再評価
差額金

資本
剰余金
合計

　　令和 ３年　４月　１日
　　令和 ４年　３月 ３１日

（株）ナガノ(会社名)

株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本 評　価 ・ 換　算　差　額　等

新株
予約権

純資産
合　計資本金

資　本　剰　余　金
評価・
換算差
額等合

計

その他利益剰余金
利益

剰余金
合計

その他
有価証
券評価
差額金

利　　益　　剰　　余　　金

自己
株式

株主
資本
合計

〇 当期変動合計額欄
の記載がない。

〇 貸借対照表と一致
しない。

〇 損益計算書の当期
純利益と一致しない

23


